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はじめに：日本における洋上風力発電の導入とその合意形成

➢日本のエネルギー政策において、洋上風力発電の導入拡大が重要
→一般海域の占用に関する統一的なルールとして、
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に
関する法律」が制定（2018）施行（2019）されている

➢そのガイドライン上では
○ 「有望な区域」指定 ≒協議会設置に先立って、
○ 都道府県などの調整により、
○ 漁業者に対して「洋上風車事業、および考えられる漁業への影
響」を伝えて合意を得るプロセスが規定されている

➢上記について、実務上どのようなプロセスがとられているかは明らか
になっていない
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本研究の目的
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➢秋田県の事例を対象に、洋上風力発電導入に係る地元漁業者との
合意形成のプロセスを明らかにするとともに、今後の他地域における
事業展開に関する示唆を得ることとする

➢本研究の用語：
○ 合意形成…ガイドラインで示されている協議会設置について、漁業者か
ら賛同を得ること

○ 先行事業者…協議会設立以前から合意形成に向けて漁業者に働きかける
事業者のこと

➢なお、本研究は再エネ海域利用法の枠組みにおける合意形成の
実態解明および水平展開のための施策提言を主眼としており、
制度の枠組みを超えた合意形成の規範に関する議論はしない



インタビューの概要

秋田県A地区で行われた合意形成について、同地区漁協の漁業者および
先行事業者への非構造化インタビューを実施した

インタビューの実施日程一覧
2021年11月9日 先行事業者（オンライン）
2021年11月29日 漁協組合員（対面）
2021年11月30日 先行事業者（対面）
2022年2月16日 先行事業者（オンライン）
2022年2月23日 漁協組合員（メール）
2022年3月9日 漁協組合員（メール）
2022年3月10日 先行事業者（オンライン）
2022年3月18日 漁協組合員（電話）
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インタビュー結果：合意形成プロセスについて

➢秋田県が各地区の利害関係者の
調整状況と合意状況を調査する
制度設計

➢合意形成に向けた調整を担って
いるのは先行事業者であり、

県は合意の取れたことを確認し
国へ報告する役割を担う
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a. 事業計画の説明

b. 漁業者訪問による賛同漁業者の獲得

c. 合意取得

（d. 有望区域指定・協議会設立、および合意後の漁業者との関わり）

インタビュー結果：先行事業者の取り組みと漁業者の意見

A地区における合意形成に向けた流れは以下のように説明できる
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a. 事業計画の説明
● 支所長へ事業計画説明

● 組合内での情報展開

● 海域・海底の調査のお願い（「区域の状況の詳細な調査」）

○ 調査だけなら良いのではないかという反応

● 洋上風力発電に関する説明（陸上風車が海に建設されるイメージ）

● ジオラマやミニチュア風車を使った説明

漁業者への説明会の開催

→洋上風力事業の基本的な情報を漁業者に伝える
漁業者の賛否状況、および反対の理由を把握する
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インタビュー結果：先行事業者の取り組みと漁業者の意見



b. 漁業者訪問による賛同漁業者の獲得
合意形成に向けた先行事業者の取り組み

● 組合員を対象とした事業者主催の意見交換会

○ 制度や事業計画、漁業貢献策に対する理解を得る

○ 最初の説明会で、賛同者は数人

● 個別訪問による活動＋賛同者からの支援／説得

○ 漁業との両立を考えること、地域への貢献を行っていくことを

繰り返し説明

○ 漁業者の理解が深まるに伴って生まれる疑問を一つずつ解消
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インタビュー結果：先行事業者の取り組みと漁業者の意見



漁業者の反対理由
● 急に自分たちの漁場付近に風車を建設することを受け付けられない

● 洋上風車が海洋生態系に影響を与え、将来的に漁獲が下がる懸念がある

漁業者が賛同に意見を変えたきっかけ

● 風車建設に伴って漁業が出来ない期間における漁業補償の提示

→経済的に妥当な補償であるかは、一部の漁業者が判断
● 先行事業者の漁業者への理解の深さ

○ 漁業者が長年苦労してきた魚礁作りの取り組みへの協力申し出

（具体的な補助内容は提示せず）
11

インタビュー結果：先行事業者の取り組みと漁業者の意見

b. 漁業者訪問による賛同漁業者の獲得
合意に至るまでの漁業者意見の変化



c. 合意取得

d. 有望区域指定・協議会設立、および合意後の漁業者との関わり

インタビュー結果：先行事業者の取り組みと漁業者の意見

● 漁協が各組合員へ賛否記入用紙を送付、最終的な賛否を取りまとめる
● 正組合員の2/3の合意を取得
● 若い組合員は漁場の環境を長期的に考え反対する者が多い一方、年配の漁業者

は漁業補償などを理由に最終的には賛同するものが多い

● 県→国へ情報提供
● 有望区域指定
● 第1回協議会開催

● 定期的に挨拶を行う

● 協議会での発言についてなど、事業者からアドバイスを行う

● 競合他社が入ってきて、個別に説明会を開く

合意後の先行事業者と漁業者との関わり
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➢ 先行事業者は公募において事業
をとれるとは限らない

➢ そのため漁業者に対して具体的
な補償内容をコミットできない

➢ 合意の成否は漁業者の主観的な
判断に拠るところが大きい

➢ 先行事業者が合意形成において
果たせる役割は極めて限定的と
言わざるを得ない

➢ 反対意見が強い地域では交渉の
場すら得られないこともありう
る

考察：水平展開を行う上での課題ー本事例に見える問題点
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➢ 前述のとおり、現状の合意形成プロセスでは不確定要素に拠るとこ
ろが大きく非効率的である

➢ 先行事業者による補償内容へのコミットを可能とする制度運用が求
められている

➢ 本研究では以下の３点を提案する

a. 事業者選定に係る評価配点の変更

b. 補償内容に関する透明性の確保

c. セントラル方式の導入

考察：水平展開の円滑化に資する施策提言

14



➢ 評価点数240点のうち供給価格に
関する配点が120点を占める

➢ 漁業者との協調に関する配点は
わずか10点

➢ このような価格偏重とも言うべ
き配点については、批判もなさ
れている（日本風力発電協会, 
2022など）

➢ 合意形成の取り組みを入札時に
評価することで、こうした取り
組みを行う事業者が選定される
可能性が高まり、補償が履行さ
れる確度が上がると考えられる

考察：水平展開の円滑化に資する施策提言
a. 事業者選定に係る評価配点の変更
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考察：水平展開の円滑化に資する施策提言
b. 補償内容に関する透明性の確保
➢ 配点の変更

→多数の事業者が先行的に働きかけ、補償案を提示するようになる可能性
→補償額が吊り上がり、結局補償履行の実現可能性が下がる懸念あり

➢それに対する施策として、
(1)漁業者への補償について一定の基準を設けた上で、
(2)先行事業者が提示した補償内容を公開し、当該事業者が選定されたか
否かによらず、選定事業者による履行を義務付ける

➢先行事業者は自らが選定を受けられるかが不確実な中でも補償内容につい
て具体的にコミットできるようになり、合意形成において果たせる役割が
増大すると考えられる
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考察：水平展開の円滑化に資する施策提言
c.セントラル方式の導入
➢補償内容に関する基準

→洋上風力発電による環境影響に関する知見が蓄積されるまでは設定が困難

➢セントラル方式
…洋上風車設置海域のゾーニングなどを中央政府が責任をもって行う政策で
あり、欧州における洋上風力発電の大量導入を可能にした一要因であるとさ
れる（上田, 2018）

● 日本における導入の議論は、専ら技術的な情報について政府が率先して
収集・共有することにより事業者負担を軽減することが主眼とされてい
る（経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省港湾局, 2022）

● 合意形成についてもこのセントラル方式を適用すること、すなわち漁業
影響の評価と補償内容の交渉を行政が一括して行うことも１つの選択肢
になるのではないか
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➢合意形成の規範としては以下のような点が挙げられる（Susskind &
Cruikshank, 2006）
(1) すべての関係者が合意の条件等を正確に把握していること

(2) 合意後に生じる不測の事態に対しても柔軟に対応できる条件設
定がなされていること

(3) 合意の正統性を担保するため、手続きの透明性が確保されてい
ること

➢上記の規範に鑑みれば現行の制度や本研究の提言でも不十分な点は
多いものの、その点を補うことは国内における洋上風力発電導入促
進という再エネ海域利用法の本旨と相容れない部分もあると考えら
れるため、今後の研究に期待したい

本研究の限界
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結論

➢本研究では、国内における洋上風力発電導入の先進地域である秋田県の事例
に取材し、再エネ海域利用法の下での合意形成の実態を解明した

➢その結果、現行の合意形成プロセスの課題として以下の点が明らかになった
○ 有望区域指定に先立ち、先行事業者による漁業者との調整が行われるが、
これは当該事業者による事業落札を確約するものではない

○ したがって、先行事業者の提示する補償内容とその履行には不確実性が残
ることになる

○ このような条件下では、先行事業者の提示した補償内容に基づき漁業者が
事業の可否を判断するのは極めて困難である

➢上記の課題について、先行事業者が補償内容についてコミットできるような
合意形成プロセスを提案した
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